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                                         令和５年１０月１３日 

 

宮城県警備業協会 会員の皆様へ 

 

「２０２４年問題に起因する課題について」関係省庁からの各種月

間のお知らせについて（ご連絡） 
                           

 働き方改革に関連する法律の施行に伴い、建設業や自動車運転者等の時間外上限規制が

２０２４年（令和５年）４月から適用が開始されます。 

これにより、警備業務の発注者から適正なコスト負担を伴わない 

    短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請など 

について受注する警備業者に対してなされる可能性が否定できません。 

 警察庁、厚生労働省、公正取引委員会では１１月を防止対策重点月間と捉えて指導取

締りを強化しております。特に警察では定期立入検査の時期とも重なっておりますので会員の皆

様にお知らせいたします。 

 

警察庁  厚生労働省                   公正取引委員会 

     
ホームページで確認してみてください。 

「しわ寄せ」防止特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)「 

過重労働解消キャンペーン mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html 
(令和 5年 10月 4日)令和 5年度「下請取引適正化推進月間」の実施について | 公正取引委員会 (jftc.go.jp) 
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